
鹿児島県警／駐停車禁止場所，駐車できない場所と駐車方法（図例）

駐車も停車も禁止している場所（道路交通法第４４条等参照）

駐停車禁止標識や道路標示（黄色の実線）のある場所 駐車場，車庫などの
自動車用出入口から

３メートル以内

道路工事区域の側端
から５メートル以内

消防用機械器具置場や消防
用防火槽の側端又はその出
入り口から５メートル以内

消火栓や指定消防水
利の標識等から５メー
トル以内

交差点，横断歩道
自転車横断帯

軌道敷内
坂の頂上付近
勾配の急な坂

トンネル

交差点の側端又は道路の曲がり角から５メートル以内

横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５メートル以内

安全地帯の左側とその前
後の側端からそれぞれ前
後に１０メートル以内

バス，路面電車の停留所
の標示柱から１０メートル
以内

踏切及びその前後の側端
からそれぞれ前後に１０メ
ートル以内

駐車を禁止している場所
（道路交通法第４５条参照）

定められた駐車の方法に従うこと
（道路交通法第４７条参照）

高速自動車道，自動車専用道路（パーキングエリア等を除く）
道路交通法第７５条の８

火災報知器から１メー
トル以内

車両右側の道路上に
３．５メートル以上の余
地がない場所

車両を駐車する時は，道路の左側端
に沿ってください（歩道上駐車，右側駐
車，斜め駐車は違反になります）

幅７５センチ以下の路側帯，駐停車禁止路側帯
（実線と破線２本），歩行者用路側帯（実線２本）
には駐停車できません

幅７５センチ以上の広い路側帯は車両を入れて
駐車できますが，この場合，車両の左側に７５セ
ンチの余地を空けてください

道路標示で駐停車の方法が指定されているとき
は，その方法に従ってください

保管場所としての
道路の使用禁止
（保管場所法第１１条）
・第１項車庫代わり駐車
３月以下の懲役又は
２０万円以下の罰金

・第２項長時間駐車
２０万円以下の罰金


